
「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
保
存
活
用
協
議
会

令
和
二
年
三
月
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最
後
の
大
宰
府
守
護
所
下
文
と
宗
像
大
宮
司
家

野
木　

雄
大

は
じ
め
に

宗
像
大
社
所
蔵
の
中
世
文
書
は
、
そ
の
多
く
が
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
〜
第
四

巻
（
宗
像
大
社
文
書
編
纂
刊
行
委
員
会
編
、一
九
九
二
年
・
一
九
九
九
年
・
二
〇
〇
九
年
・

二
〇
一
五
年
）
と
し
て
翻
刻
さ
れ
、
読
下
し
や
詳
細
な
注
釈
が
付
さ
れ
て
い
る
。
宗
像

大
社
に
関
す
る
体
系
的
研
究
は
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
・
下
巻
・
附
巻
（
宗
像
神
社
復

興
期
成
会
編
、
一
九
六
一
年
・
一
九
六
六
年
・
一
九
七
一
年
）
が
あ
る
が
、
同
史
料
集

の
刊
行
に
よ
り
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、『
宗
像
大
社
文
書
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
文
書
を
採
り
上
げ
て
み
た

い
。
そ
の
一
つ
が
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
一
二
月
二
〇
日
付
け
の
大
宰
府
守
護
所

下
文
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、『
宗
像
郡
誌
』、『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』、『
鎌

倉
遺
文
』、『
宗
像
市
史
』
に
は
収
録
さ
れ
て
お
り
、
周
知
の
文
書
で
は
あ
る
が
、
個
人

の
所
有
で
あ
る
た
め
『
宗
像
大
社
文
書
』
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
（
１
）
。

大
宰
府
守
護
所
下
文
は
特
異
な
文
書
様
式
を
も
つ
。
武
藤
氏
（
少
弐
氏
）
の
主
宰
す

る
大
宰
府
は
、
同
時
に
三
前
一
島
の
守
護
所
で
も
あ
っ
た
た
め
、
一
般
に
「
宰
府
守
護

所
」
と
称
せ
ら
れ
た
（
２
）
。
た
だ
し
、
大
宰
府
と
守
護
所
の
発
給
文
書
は
明
確
に
区
別

さ
れ
て
お
り
、
守
護
所
の
発
給
文
書
と
し
て
、
大
宰
府
守
護
所
下
文
と
大
宰
府
守
護
所

牒
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
守
護
武
藤
氏
が
袖
判
を
加
え
、
差
出
書
に
大
少
監

典
等
の
大
宰
府
官
人
た
ち
が
連
署
す
る
と
い
う
珍
し
い
様
式
を
も
ち
、
こ
の
文
書
様
式

こ
そ
武
藤
氏
が
現
地
大
宰
府
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
さ
れ
て
い
る
（
３
）
。

内
容
は
、
武
藤
氏
の
守
護
管
国
に
対
し
て
関
東
あ
る
い
は
六
波
羅
の
命
令
を
施
行
す
る

も
の
が
多
い
。

さ
て
、
弘
安
二
年
大
宰
府
守
護
所
下
文
の
も
う
一
つ
の
特
異
性
は
、
そ
の
発
給
時
期

で
あ
る
。【
表
一
】
は
大
宰
府
守
護
所
が
発
給
し
た
文
書
の
一
覧
で
あ
る
。
大
宰
府
守

護
所
下
文
が
二
五
通
（
天
野
遠
景
期
の
下
文
を
含
む
）、
大
宰
府
守
護
所
牒
が
八
通
確

認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
気
が
付
く
の
は
、
両
文
書
様
式
は
鎌
倉
期
を
通
し
て
継
続
的

に
発
給
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
概
ね
一
二
六
〇
年
代
で
発
給
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
弘
安
年
間
以
降
は
二
通
し
か
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
一
通
が
弘
安
二
年

大
宰
府
守
護
所
下
文
（
４
）
（【
表
一
】
№
31
）
で
あ
り
、
も
う
一
通
は
筥
崎
宮
所
蔵
「
御

油
座
文
書
写
」の
嘉
元
元
年（
一
三
〇
三
）八
月
二
日
付
け
大
宰
府
守
護
所
下
文（【
表
一
】

№
32
）
で
あ
る
。
後
者
は
様
式
や
内
容
の
点
か
ら
文
書
の
信
憑
性
に
疑
問
が
あ
る
（
５
）
。

す
な
わ
ち
、
弘
安
二
年
大
宰
府
守
護
所
下
文
は
、
現
存
す
る
同
様
式
の
文
書
の
最
下
限

25



【表一】大宰府守護所発給文書

№ 年月日 文書名　＊１ 書出 宛所 対象国 事書 袖判 出典　＊２

1
文治 2 年（1186）

6 月 27 日
大宰府守護所下文案 （下 脱ヵ） 藤原家宗 筑後

□□任鎌倉殿御下文旨令知行所領

等事
―

上妻文書

（鎌 1-119）

2
文治 2 年（1186）

9 月 27 日
大宰府守護所下文案 下

肥前国小津東郷内

竜造寺村田畠住人
肥前

可任鎌倉殿御下文旨以藤原季家為

地頭事
―

諌早家系事蹟集

（鎌 1-179）

3
文治 3 年（1187）

6 月 17 日
大宰府守護所下文案 下 平通隆 豊後

可任　鎌倉殿御下文、停止備後権

守高経非論、為地頭、令知行肥前

国基肄郡内曽祢崎并堺別符行武名

事

―
曽祢崎文書

（鎌 1-240）

4
文治 3 年（1187）

10 月 7 日
大宰府政所下文案 下

宇佐宮社僧神官等

所
豊前 ―

到津文書

（鎌 1-273）

5
文治 4 年（1188）

3 月 13 日
大宰府守護所下文写 下 肥前国々分寺住人 肥前

可任　鎌倉殿御下文旨、以藤原季

永為当寺地頭職事
―

国分寺文書

（鎌 1-318）

6
建永元年（1206）

10 月 15 日
大宰府守護所牒 □護所牒 肥前 武雄社衙 ―

武雄神社文書

（鎌 3-1644）

7
建保 3 年（1215）

10 月 9 日
大宰府守護所牒 守護所牒

肥前国武雄黒髪両

社衙
肥前

欲早任鎌倉殿政所御下文旨、致沙

汰参箇条事

（花押）

＝資頼

武雄神社文書

（鎌 4-2184）

8
建保 5 年（1217）

正月 22 日
大宰府守護所下文案 守護所下

豊前国住人田部太

子
豊前

可早任鎌倉殿政所御下文旨、致沙

汰参箇条事
―

末久文書（鎌

4-2285）

9
貞応元年（1222）

7 月 9 日
大宰府守護所下文写 守護所下 藤木村住人等 肥前

可早任　鎌倉殿御下文旨、停止源

太子妨、如元令兵衛尉幸基致沙汰、

当村地頭職之事

―
綾部家文書

（鎌 44- 補 780）

10
貞応元年（1222）

12 月 23 日
大宰府守護所下文案 守護所下 石志次郎潔 肥前

一　潔訴申舎兄山本四郎見、背親

父故壱譲状、押領松浦庄石志村木

患子原内畠地、奪取苅麦、以所譲

得田地、擬立別名由事

一　河崎五郎登背本名福永名、以

新儀立別名得元、相論河崎内宗入

道屋敷壱所事

在判
石志文書

（鎌 5-3032）

11
貞応 3 年（1224）

6 月 16 日
大宰府守護所牒写 守護所牒 宇野御厨 肥前

欲令早任　鎌倉殿御教書并当時知

行、大江通ー致沙汰、当御厨内西

宮大宮司職・検非違所・海夫等本

司職・亀淵地頭職事

―
武雄鍋島家文書

（鎌 44- 補 848）

12
嘉禄元年（1225）

12 月 23 日
大宰府守護所牒写 守護所牒 宇佐宮衙 豊前

欲早任　鎌倉殿御下文旨、以当宮

官人代氏安令致沙汰、土器工長職

并神領高村名田畠事

（花押影）

＝資頼

高牟礼文書

（鎌 5-3444）

13
嘉禄 2 年（1226）

9 月 14 日
大宰府守護所下文写 守護所下 家上五郎別当光友 筑前

可早任先例并寄進旨、為国安御分

御座衆事
（花押影）

筥崎八幡宮文書

（鎌 5-3523）

14
寛喜 3 年（1231）

4 月 16 日
大宰府守護所牒写 守護所牒 宇野御厨衙 肥前

欲令早任　鎌倉殿御下文旨、以大

江通頼、為当御厨内保々木・紐差・

池浦・大島地頭職并神官検非違所・

海夫下司職事

―
武雄鍋島家文書

（鎌 44- 補1031）

15
貞永元年（1232）

閏 9 月 9 日
大宰府守護所下文案 守護所下 成恒大三郎国守 豊前

可早任六波羅殿御下知旨参上、弁

申子細、大和太郎兵衛尉時景訴申、

巧新儀不従地頭由事

―
末久文書

（鎌 6-4385）

16
貞永 2 年（1233）

正月 22 日
大宰府守護所牒写 守護所牒 綾部庄 肥前

欲早任将軍家政所下文旨、令右衛

門尉藤原幸基、為当庄地頭職事
―

綾部家文書

（鎌 44- 補1106）

17
天福元年（1233）

11 月 18 日
大宰府守護所下文 守護所下 一王房隆顕 肥前

可早任　鎌倉殿御下文旨、令領知、

肥前国三根西郷内正義名并免田弐

町伍段、久乃名田参町伍段、山田

西郷内田地参町、河上宮四足免参

町、北久布志良村内小得元薗・大

万薗事

（花押）

＝資能

河上神社文書

（鎌 7-4574）

18
嘉禎 3 年（1237）

10 月 11 日
大宰府守護所下文案 守護所下 藤原能門 肥前

可早任　将軍家政所御下文旨、令

領知肥前国武雄社大宮司職事
袖判

武雄神社文書

（鎌 7-5183）

19
嘉禎 4 年（1238）

10 月 30 日
大宰府守護所下文 守護所下

山代三郎固後家尼

法阿弥陀仏
肥前

可早任六波羅殿御下知状、令法阿

弥陀仏進退領掌固所領并所帯以下

遺物等事

（花押）

＝資能

山代文書

（鎌 7-5317）
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20
延応元年（1239）

9 月 20 日
大宰府守護所下文 守護所下 山代三郎固後家尼 肥前

可早任　鎌倉殿御下文旨、停止源

氏〈固女子〉濫訴、尼一期知行後、

令源広〈固猶子〉伝領所領事

（花押）

＝資能

山代文書

（鎌 8-5476）

21
仁治 2 年（1241）

11 月 12 日
大宰府守護所下文

□□（守

護ヵ）所下

伊福三郎道行□

（等ヵ）
肥前

可早任鎌倉殿御下知□（状ヵ）、停

止大河次郎行元濫訴、如元各令領

知伊福、大河両村事

―
大川文書

（鎌 8-5960）

22
寛元 2 年（1244）

8 月 18 日
大宰府守護所下文 守護所下 山代三郎固後家尼 肥前

可令早任　鎌倉殿御下文旨、停止

益田六郎入道子息三郎通広濫訴後

家尼改嫁相論事

（花押）

＝資能

山代文書

（鎌 9-6363）

23
宝治元年（1247）

11 月 5 日
大宰府守護所下文案 守護所下 藤原勝丸 肥前

可早任　鎌倉殿御下文旨、令領知

肥前国佐嘉郡小千員内名町（ママ）

拾町〈在坪付云々〉并北津留田畠・

伊佐早庄内遠竹村〈本名伊崎□

（内）、以上祖母一期之後、可知行

之由、載譲状〉及高木内中津留村、

〈号武末名〉田畠等地頭職事

御判
高城寺文書

（鎌 9-6896）

24
建長 4 年（1252）

10 月 22 日
大宰府守護所下文案 守護所下

中原氏〈住江太郎

宇佐嗣輔後家〉
豊前

可令早任鎌倉殿御下文旨、領知豊

前国江島別符内小犬丸田畠并宇佐

居屋敷弐箇所・向野山佐波利田壱

町・辛島郷内田伍段・封戸有永田畠・

同下毛秋直名田畠事

―
益永家記録三

（鎌 10-7486）

25
建長 5 年（1253）

12 月 8 日
大宰府守護所下文案 守護所下 藤原資朝 肥前

可早任　将軍家政所御下文旨、令

領知肥前国佐嘉郡内大蔵千員田畠

〈除家宗并藤原太子分等〉并高木屋

敷・同陣内藤木田畠・是貞内中島

田畠・河上本領田畠・同宮司職等

事

在判
実相院文書

（鎌 10-7653）

26
建長 7 年（1255）

5 月 23 日
大宰府守護所下文 守護所下 肥前国戸八浦住人 肥前

可早任　将軍家政所御下文旨、令

深堀五郎左衛門尉為地頭職事

（花押）

＝資能

深堀家文書

（鎌 11-7873）

27
康元 2 年（1257）

2 月 11 日
大宰府守護所下文写 守護所下 国分次郎忠俊 肥前

可早任　将軍家政所御下文旨、令

領知肥前国朽井村并国分寺地頭職

事

（花押影）

＝資能

多久家文書

（鎌 11-8075）

28
文応元年（1260）

6 月 17 日
大宰府守護所下文案 守護所下

肥前国松浦庄石志

村住人
肥前

可早任　将軍家政所御下文旨、令

石志源三郎兼、如元為当村地頭職

事

在判
石志文書

（鎌 12-8530）

29
文永 7 年（1270）

2 月
大宰府守護所牒

日本国大

宰府守護

所牒

―
本朝文集六十七

（鎌 14-10588）

30
文永 9 年（1272）

11 月 29 日
大宰府守護所牒 守護所牒 宗像宮衙 筑前

欲早任六波羅殿御下知旨、令致沙

汰当社領山田村事

（花押）

＝資能

宗像神社文書

（鎌 15-11151）,

『宗像大社文書』

第１巻 45 号

31
弘安 2 年（1279）

12 月 20 日

大宰府守護所施行状 

（大宰府守護所下文）
守護所下 宗像弥松丸 筑前

可早任　将軍家政所御下文旨、令

領知肥前国晴気保地頭職事

（花押）

＝経資

宗像神社文書

（鎌 18-13803）,

「大」巻八

32
嘉元元年（1303）

8 月 2 日
大宰府守護所下文写

大宰府守

護所下
佐伯守継 筑前 可早任先例、為国安油座衆事 （花押影）

筥崎宮油座古文

書写

（鎌 29-21929）

＊１：文書名は『鎌倉遺文』に拠る。

＊２：『鎌倉遺文』＝鎌（括弧内に巻数と文書番号を記す）、『大宰府・太宰府天満宮史料』＝「大」
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に
な
る
の
で
あ
る
。

最
下
限
の
大
宰
府
守
護
所
下
文
が
宗
像
大
宮
司
家
に
発
給
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
こ
の
文
書
は
当
該
期
の
宗
像
大
宮
司
家
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
弘
安
二
年
大
宰
府
守
護
所
下
文
の
検
討
を
通
し
て
、

当
該
期
の
鎌
倉
幕
府
と
宗
像
大
宮
司
家
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

一　

�

弘
安
二
年
一
二
月
二
〇
日
付
け
大
宰
府
守
護
所
下
文
と
所
領

注
進
命
令

ま
ず
、
弘
安
二
年
大
宰
府
守
護
所
下
文
を
引
用
す
る
。

【
史
料
一
】（

６
）

　
　
（
花
（
少
弐
経
資
）
押
）

守
護
所
下　

宗
像
弥
松
丸

可
下
早
任
二　

将
軍
家
政
所
御
下
文
旨
一
、令
上
レ
領
二
知
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
一
事
、

右
、
今
年
十
月
廿
八
日　

御
下
文
今
日
到
来
偁
、　

将
軍
家
政
所
下
宗
像
弥
松
丸
、

可
レ
令
三
早
領
二
知
肥
前
国
晴
気
保
地
領
職
一
事
、
右
任
二
亡
母
藤
原
氏
建
治
三
年
六
月

十
五
日
譲
状
一
、
為
二
彼
職
一
守
二
先
例
一
、
可
レ
被
二
沙
汰
一
之
状
、
所
レ
仰
如
レ
件
、
以

下
者
、件
地
頭
職
事
、早
任
二　

御
下
文
之
旨
一
、可
レ
令
二
弥
松
丸
領
知
一
之
状
、如
レ
件
、

　
　
　
　
　

弘（
一
二
七
九
）

安
二
年
十
二
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
少
監
惟
宗
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監　

代
平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監　

代
小
野
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監　

代
清
原
真
人
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監　

代
橘
朝
臣

弘
安
二
年
大
宰
府
守
護
所
下
文
は
、
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
宗
像
弥
松
丸
に
安
堵

し
た
同
年
一
〇
月
二
八
日
付
け
将
軍
家
政
所
下
文
を
施
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
晴
気
保

は
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
に
源
頼
朝
が
藤
原
隆
頼
に
与
え
た
後
（
７
）
、
藤
原
氏
に
相

伝
さ
れ
た
。
宗
像
弥
松
丸
は
、
後
の
大
宮
司
氏
盛
で
、
彼
は
母
藤
原
氏
に
相
伝
さ
れ
た

肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
譲
与
さ
れ
た
（
８
）
。
そ
の
二
年

後
の
弘
安
二
年
に
将
軍
家
政
所
下
文
に
よ
り
安
堵
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
将
軍
家

政
所
下
文
は
残
存
し
て
い
な
い
。
な
お
、【
史
料
一
】
は
次
の
六
波
羅
施
行
状
を
経
て

発
給
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

【
史
料
二
】（

９
）

可
レ
令
下
二
早
宗
像
弥
松
丸
一
領
中
知
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
上
事
、

右
、
任
二
今
年
十
月
廿
八
日
関
東
御
下
文
一
、
可
レ
令
二
致
沙
汰
一
之
状
如
レ
件
、

　
　
　

弘
安
二
年
十
二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
近
将
監
平（

北
条
時
国
）

朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陸
奥
守
平（
北
条
時
村
）

朝
臣
（
花
押
）
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注
目
す
べ
き
は
、
時
の
大
宮
司
で
、
氏
盛
の
父
で
あ
る
宗
像
長
氏
に
対
し
て
も
同
日

付
け
で
次
の
六
波
羅
施
行
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

【
史
料
三
】（

10
）

可
レ
令
三
早
為
二
権

（
マ
マ
）

大
宮
司
長
氏
筑
前
国
宗
像
社
大
宮
司
社
務
并
別

0

0

0

0

0

0

0

苻（
符
）宮

方
検
断

0

0

0

0

公
文
職

0

0

0

一
事

右
、
任
二
今
年
十
月
廿
八
日
関
東
御
下
文
一
、
可
レ
令
レ
致
二
沙
汰
一
之
状
如
レ
件
、

　
　

弘
安
二
年
十
二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
近
将
監
平（

北
条
時
国
）

朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陸
奥
守
平（

北
条
時
村
）

朝
臣
（
花
押
）

弘
安
二
年
一
〇
月
二
八
日
付
け
「
関
東
御
下
文
」
に
よ
っ
て
、
長
氏
は
「
大
宮
司
社

務
并
別
苻（

符
）宮

方
検
断
公
文
職
」
に
補
任

0

0

さ
れ
た
の
で
あ
る
（
11
）
。【
史
料
二
】
で
は
、
将

軍
家
政
所
下
文
が「
関
東
御
下
文
」と
表
現
さ
れ
て
お
り
、【
史
料
三
】の「
関
東
御
下
文
」

も
将
軍
家
政
所
下
文
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
氏
の
社
務
（
大
宮
司
）

職
補
任
と
そ
の
後
継
者
で
あ
る
弥
松
丸
の
晴
気
保
地
頭
職
安
堵
に
つ
い
て
、
弘
安
二
年

十
月
二
十
八
日
付
け
で
将
軍
家
政
所
下
文
が
発
給
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
同
年
十
二
月
二
日

に
六
波
羅
に
よ
っ
て
施
行
（【
史
料
二
】【
史
料
三
】）、
さ
ら
に
、
大
宰
府
守
護
所
下
文

に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
存
し
て
い
な
い
が
、
長
氏
の
大
宮
司
職
補
任
に

つ
い
て
も
、【
史
料
一
】
と
同
日
付
け
で
大
宰
府
守
護
所
下
文
が
発
給
さ
れ
て
い
る
（
12
）
。

【
史
料
一
】
が
長
氏
の
大
宮
司
補
任
と
と
も
に
発
給
さ
れ
た
事
実
は
重
要
で
あ
る
。

弘
安
二
年
は
文
永
の
役
が
終
わ
り
、
二
度
目
の
蒙
古
襲
来
が
予
期
さ
れ
る
時
期
に
あ
た

る
。
鎌
倉
幕
府
は
蒙
古
襲
来
の
緊
張
が
高
ま
る
中
で
、
文
永
の
役
以
前
か
ら
準
備
を
進

め
て
い
た
。
軍
役
賦
課
の
た
め
に
御
家
人
の
所
領
を
正
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
幕
府
は
、
文
永
一
〇
年
（
一
二
七
三
）
八
月
三
日
、
御
家
人
や
地
頭
が
補
任
さ

れ
た
所
領
に
対
し
て
、「
名
字
分
限
」
や
「
領
主
之
交
名
」
を
注
進
す
る
よ
う
に
命
じ

た
（
13
）
。
同
様
の
注
進
命
令
が
お
そ
ら
く
全
国
に
発
令
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ

は
前
例
の
な
い
ほ
ど
徹
底
的
な
土
地
調
査
で
あ
っ
た
（
14
）
。
こ
の
注
進
命
令
に
よ
っ
て
、

鎮
西
に
お
い
て
も
積
極
的
な
御
家
人
編
成
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
注
進
状
の
実
例
が
現
存
す
る
の
は
宗
像
大
宮
司
家
の
み

で
あ
る
。
大
宮
司
長
氏
は
、
所
領
の
証
文
目
録
を
作
成
し
、
目
録
に
掲
げ
た
全
て
の
文

書
の
案
文
を
付
し
た
「
大
宮
司
長
氏
証
文
注
進
目
録
案
」（
以
下
、「
長
氏
注
進
状
」）

を
編
纂
し
た
。
目
録
の
最
初
と
最
後
の
箇
所
を
掲
示
す
る
。

【
史
料
四
】（

15
）
（〈　

〉
は
割
注
、
以
下
同
じ
）

「
宗（
端
裏
書
）像六
郎
入（
氏
業
）道
所
レ
進
証
文
」

注
進就

二
文
永
十
年
八
月
三
日
関
東
御
教
書
一
被
二
尋
下
一
、
筑
前
国
御
家
人
宗
像
大
宮

司
長
氏
所
領
当
国
宗
像
社
領
并
同
国
赤
馬
庄
田
久
村
領
主
地
頭
職
御
下
文
・
御
下

知
・
御
教
書
以
下
証
文
事
、

　

合
惣
田
数
肆
佰
陸
拾
陸
町
参
段

一　

宗
像
社
領
分

本
神
領
宮
方
三
百
六
十
三
町

別
苻（
符
）方
八
十
三
町
三
段
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半
不
輸
内
当
知
行
分
三
十
町

一　

赤
馬
庄
分

田
久
村
名
田
等
二
十
町

已
上
所
領
本
公
験
并
次
第
相
伝
譲
状
、
長
氏
帯
レ
之
当
知
行
矣
、

証
文
等

　
（
中
略
）

右
、
件
社
領
惣
領
主
地
頭

0

0

0

0

0

0

0

〈
付
検
断
公
文

0

0

0

0

0

〉
職0

事
、
長
氏
帯
二　

右
大
将
家
御
判

御
消
息
以
下
代
々
御
下
文
・
御
下
知
・
御
教
書
等
一
、
為
二
重
代
御
家
人
一
、
補
二

大
宮
司
職
一
、
一
事
以
上
執
二
行
社
務
一
之
間
、
且
専
二
神
祭
一
、
致
二
御
祈
祷
一
、
毎

年
所
レ
令
レ
進
二
上
御
巻
数
一
也
、
仍
証
文
注
進
目
録
如
レ
件
、

　
　
　
　
　

文（

一

二

七

四

）

永
十
一
年
六
月
十
八
日�

大
宮
司
宗
像
長
氏

「
長
氏
注
進
状
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
次
の
よ
う
な
私
見
を
述
べ
た
こ
と

が
あ
る
。
大
宮
司
と
し
て
の
権
力
が
不
安
定
で
あ
っ
た
長
氏
は
、
緊
急
の
軍
事
体
制
を

整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
鎌
倉
幕
府
の
状
況
を
利
用
し
、
大
宮
司
権
力
を
確
立
し

よ
う
と
試
み
た
。
そ
こ
で
、
幕
府
の
所
領
注
進
命
令
に
応
じ
た
「
長
氏
注
進
状
」
に
お

い
て
、
氏
実
か
ら
長
氏
に
至
る
間
に
存
在
し
て
い
た
複
数
の
大
宮
司
の
正
統
性
を
否
定

し
、
氏
実
―
氏
国
―
氏
業
―
長
氏
と
い
う
「
代
々
御
家
人
」
に
よ
る
大
宮
司
職
相
伝
の

正
統
性
を
創
出
し
た
。
本
家
に
よ
る
大
宮
司
職
補
任
を
前
提
に
安
堵

0

0

を
し
て
い
た
幕
府

が
、「
長
氏
注
進
状
」
か
ら
五
年
後
の
弘
安
二
年
、
初
め
て
下
文
の
発
給
に
よ
る
主
体

的
な
大
宮
司
職
補
任
0

0

を
行
い
（
＝
【
史
料
三
】
が
施
行
す
る
「
今
年
十
月
廿
八
日
関
東

御
下
文
」）、
こ
の
補
任
を
得
た
こ
と
こ
そ
「
長
氏
注
進
状
」
が
主
張
し
た
相
伝
の
正
統

性
が
幕
府
に
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
16
）
。

長
氏
が
大
宮
司
と
し
て
の
権
力
を
確
立
す
る
た
め
に
「
長
氏
注
進
状
」
は
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
。
幕
府
に
よ
る
補
任
が
将
軍
家
政
所
下
文
→
六
波
羅
施
行
状
→
大
宰
府

守
護
所
下
文
と
い
う
正
式
な
文
書
様
式
・
施
行
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
そ

れ
以
前
の
補
任
の
状
況
と
比
較
し
て
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。さ
ら
に
、「
長
氏
注
進
状
」

が
「
社
領
惣
領
主
地
頭

0

0

0

0

0

0

0

〈
付
検
断
公
文

0

0

0

0

0

〉
職0

事
」
と
表
現
し
た
内
容
を
、
幕
府
側
は

「
大
宮
司
社
務
并
別
苻（

符
）宮

方
検
断
公
文
職
」（【
史
料
三
】）
と
し
、
大
宮
司
職
の
補
任
と

「
別
符
方
」・「
宮
方
」
の
検
断
・
公
文
職
の
安
堵
を
行
っ
た
。「
宮
方
」
は
神
事
用
途
料

所
と
し
て
大
宮
司
の
一
円
支
配
が
及
ぶ
所
領
、「
別
符
方
」
は
荘
園
領
主
の
領
主
権
に

よ
り
大
宮
司
の
一
円
支
配
が
及
ば
な
い
所
領
で
あ
る
（
17
）
。
特
に
「
別
符
方
」
の
検
断
・

公
文
職
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
（
18
）
。
以
後
、「
別
符
宮
方
検
断
公
文
職
」

は
大
宮
司
職
と
と
と
も
に
次
代
の
大
宮
司
に
相
伝
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
（
19
）
。

本
稿
に
お
い
て
強
調
し
た
い
の
は
、
宗
像
大
宮
司
家
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
「
大
宮

司
社
務
并
別
符
宮
方
検
断
公
文
職
」
と
同
様
の
手
続
き
で
、
氏
盛
の
私
領
で
あ
る
晴
気

保
地
頭
職
の
安
堵
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
章
で
検
討
を
加

え
て
い
く
。

二　

宗
像
大
宮
司
家
の
権
力
確
立

大
宮
司
職
は
氏
業
―
長
氏
―
氏
盛（
弥
松
丸
）と
相
伝
さ
れ
て
い
く
が
、こ
の
三
名（
文

永
一
一
年
段
階
で
氏
盛
は
晴
気
保
を
譲
与
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
注
進
の
主
体
は
母
藤

原
氏
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
注
進
状
を
幕
府
（
関
東
）
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
の
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が
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
五
】（

20
）

被
レ
下
二　

関
東
御
教
書
一
候
所
領
注
進
事
、

大
宮
司
殿
注
進
状
并
藤
原
氏
注
進
状
二
通
〈
一
通
宗
像
社
領
并
赤
間
庄
地
頭
職

事
、
一
通
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
事
、〉
給
了
、
且
又
筑
前
国
吉
田
乙
丸
并
肥
前

国
伊
佐
早
庄
内
永
野
村
五
分
二
地
頭
職
事
、
御
注
進
状
校
二
正
文
一
令
二
返
進
一
之

候
、加
二
御
判
一
可
レ
給
候
、可
レ
令
レ
進
二
上　

関
東
一
候
、毎
事
期
二
後
信
一
候
、恐
々

謹
言
、

　
　
　

八（
文
永
一
一
年
）

月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大（

経

資

）

宰
少
弐
（
花
押
）

　
　

宗
像
入（
氏
業
）

道
殿
御
返
事

幕
府
に
提
出
さ
れ
た
文
書
は
、大
宮
司
長
氏
に
よ
る
「
大
宮
司
殿
注
進
状
」（
＝
「
長

氏
注
進
状
」
＝
「
一
通
宗
像
社
領
并
赤
間
庄
地
頭
職
事
」）
と
弥
松
丸
の
母
藤
原
氏
に

よ
る
「
藤
原
氏
注
進
状
」（
＝
「
一
通
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
事
」）、
長
氏
の
父
氏
業

（
浄
恵
）
に
よ
る
「
宗
像
浄
恵
〈
氏
業
〉
証
文
注
進
状
案
」（

21
）
（
＝
「
筑
前
国
吉
田
乙

丸
并
肥
前
国
伊
佐
早
庄
内
永
野
村
五
分
二
地
頭
職
事
」、以
下
「
氏
業
注
進
状
」
と
記
す
）

の
三
通
で
あ
る
。【
史
料
五
】
か
ら
、「
氏
業
注
進
状
」
は
、
少
弐
経
資
の
元
で
正
文
と

校
合
さ
れ
、
一
度
氏
業
に
返
却
、
氏
業
が
加
判
し
た
上
で
再
度
経
資
に
返
送
す
る
よ
う

に
命
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
、
長
氏
と
藤
原
氏
そ
れ
ぞ
れ
の
注
進
状
に

つ
い
て
も
同
様
の
作
業
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
宗
像
大
宮
司
家
か
ら
提

出
さ
れ
た
三
通
の
注
進
状
は
、
筑
前
国
守
護
の
少
弐
経
資
を
介
し
て
関
東
へ
提
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
氏
業
の
動
向
で
あ
る
。【
史
料
五
】
が
示
す
よ
う
に
、
氏
業

は
少
弐
経
資
か
ら
直
接
書
状
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
ま
た
、「
長
氏
注
進
状
」
の
端
裏

書
に
「
宗（

氏

業

）

像
六
郎
入
道
所
レ
進
証
文
」
と
記
さ
れ
る
な
ど
、
注
進
状
の
作
成
に
氏
業
が

大
き
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
森
幸
夫
氏
は
、
経
資
が
「
長
氏
注
進
状
」

の
受
け
取
り
を
氏
業
に
報
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
長
氏
注
進
状
」
は
氏
業
の
主
導
で

編
纂
さ
れ
た
と
す
る
（
22
）
。
本
稿
で
は
、
同
様
の
返
送
・
加
判
作
業
は
、
長
氏
・
藤
原

氏
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
と
い
う
立
場
を
と
る
が
、【
史
料
五
】
が
氏
業
に
発
給
さ
れ

た
の
は
、
そ
れ
以
前
に
形
成
さ
れ
た
少
弐
氏
と
氏
業
と
の
直
接
的
な
関
係
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

氏
業
は
甥
の
氏
郷
（
長
野
小
太
郎
）
と
伊
佐
早
荘
永
野
村
地
頭
職
を
め
ぐ
っ
て
相
論

を
し
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
の
請
文
で
、
中
分
に
よ
っ
て
東
方
を
氏
業
、
西
方
を

氏
郷
と
し
て
絵
図
に
朱
筆
を
も
っ
て
境
界
を
引
い
た
。
そ
の
際
に
、
少
弐
資
能
が
判
を

加
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
23
）
。
氏
業
の
大
宮
司
と
し
て
の
正
統
性
は
同
時
代
の
大
宮
司

家
の
中
で
も
低
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
24
）
、
氏
業
は
自
ら
の
大
宮
司
と

し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
過
程
で
少
弐
氏
と
の
関
係
性
も
重
視
し
た
の
で
あ
ろ

う
。ま

た
、
氏
業
は
、
注
進
状
提
出
の
前
後
の
期
間
、
少
な
く
と
も
文
永
五
年
（
一
二
六

八
）
か
ら
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
ま
で
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て

活
動
し
て
い
た
（
25
）
。
森
氏
の
見
解
の
よ
う
に
、各
注
進
状
作
成
が
氏
業
の
主
導
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
幕
府
に
承
認
さ
れ
、
政
所
下
文

の
発
給
に
至
る
経
緯
の
中
で
、氏
業
が
築
い
た
六
波
羅
・
少
弐
氏
と
関
係
性
は
有
効
だ
っ
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た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、
氏
業
の
注
進
し
た
所
領
に
つ
い
て
は
、
幕
府
か
ら
の
安
堵
の
事
実
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
（
26
）
。「
筑
前
国
吉
田
乙
丸
并
肥
前
国
伊
佐
早
庄
内
永
野
村
五
分
二
地
頭

職
」
は
氏
業
の
私
領
で
あ
る
が
、
代
々
の
大
宮
司
は
相
伝
さ
れ
る
社
領
と
と
も
に
自
ら

の
経
済
基
盤
と
な
る
私
領
を
所
有
し
て
い
た
。氏
業
は
既
に
大
宮
司
を
退
い
て
い
る
が
、

現
大
宮
司
長
氏
の
私
領
で
あ
る
赤
馬
荘
は
、【
史
料
三
】の
社
務（
大
宮
司
）職
に
含
ま
れ
、

同
時
に
安
堵
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
氏
盛
が
そ
の
私
領
で
あ
る
晴
気
保
を

安
堵
さ
れ
た
の
は
、
次
期
大
宮
司
へ
の
就
任
を
期
待
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

ま
た
、
宗
像
郡
山
田
村
が
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
一
一
月
一
九
日
付
け
の
大
宰
府

守
護
所
牒
（【
表
一
】
№
30
）
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
で
き
る
。
実

は
大
宰
府
守
護
所
牒
も
、
文
永
七
年
の
「
日
本
国
大
宰
府
守
護
所
牒
」
を
例
外
と
す
れ

ば
（
27
）
、現
存
文
書
で
は
貞
永
二
年
（
一
二
三
三
）
以
来
と
な
る
発
給
で
あ
っ
た
（【
表
一
】

№
16
）。
さ
ら
に
、
牒
と
全
く
の
同
日
付
け
で
、
藤
原
氏
に
晴
気
保
を
安
堵
す
る
大
宰

府
守
護
所
下
文
も
発
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
28
）
。
幕
府
は
、
文
永
九
年
に
豊
後
国

御
家
人
野
上
資
直
に
肥
前
・
筑
前
国
の
要
害
警
固
を
命
じ
て
お
り
（
29
）
、
異
国
警
固
番

役
の
覆
勘
状
も
文
永
九
年
を
初
見
と
し
て
八
六
通
確
認
さ
れ
て
い
る
（
30
）
。
幕
府
に
よ

る
異
国
警
固
の
開
始
と
、
そ
れ
ま
で
発
給
が
絶
え
て
い
た
大
宰
府
守
護
所
下
文
・
牒
に

よ
る
宗
像
大
宮
司
家
の
所
領
安
堵
が
軌
を
一
に
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
文
永
〜
弘
安
年
間
、
蒙
古
襲
来
に
よ
る
軍
事
的
緊
張
を
利
用
し
て
、
氏

業
・
長
氏
は
大
宮
司
と
し
て
の
権
力
・
正
統
性
を
確
立
し
よ
う
と
試
み
た
。
所
領
注
進

命
令
に
基
づ
く
注
進
状
作
成
の
結
果
、
将
軍
家
政
所
下
文
→
六
波
羅
施
行
状
→
大
宰
府

守
護
所
下
文
が
発
給
さ
れ
、補
任
・
安
堵
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
発
給
さ
れ
な
く
な
っ

て
久
し
い
大
宰
府
守
護
所
下
文
・
牒
の
発
給
が
、
文
永
九
年
・
弘
安
二
年
に
行
わ
れ
た

の
は
、
正
式

0

0

な
文
書
に
よ
っ
て
補
任
・
安
堵
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
権
力
・
正
統
性

を
強
固
に
す
る
必
要
が
氏
業
・
長
氏
に
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、【
史
料
一
】
が
最
後
の

0

0

0

大
宰
府
守
護
所
下
文
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
と
い
え
る
。
発
給
さ
れ
な
く
な
っ
た
文
書
様
式
が
、
宗
像

大
宮
司
家
側
の
要
求
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
た
め
、
他
の
同
様
式
の
文
書
と
時
期
が
ず

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、【
史
料
一
】
の
背
景
に
隠
さ
れ
た
幕
府
と
宗
像

大
宮
司
家
の
動
向
は
、両
者
の
切
迫
し
た
状
況
と
相
互
利
用
の
実
態
を
雄
弁
に
物
語
る
。

【
史
料
一
】
が
宗
像
大
宮
司
家
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く

な
い
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

多
く
を
推
論
に
拠
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
弘
安
二
年
一
二
月
二
〇
日
大
宰
府
守
護
所

下
文
は
宗
像
大
宮
司
家
か
ら
の
要
求
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
、
そ
の
実
現
が
大
宮
司
の
権

力
確
立
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
試
案
を
述
べ
て
み
た
。

最
後
に
氏
盛
の
そ
の
後
に
つ
い
て
触
れ
て
稿
を
終
え
た
い
。
氏
盛
は
晴
気
保
地
頭
職

を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
安
堵
さ
れ
（
31
）
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
に
長
氏
か
ら
大
宮

司
を
譲
与
さ
れ
る
（
32
）
。
し
か
し
、
長
氏
の
影
響
力
の
下
で
氏
盛
は
微
妙
な
立
場
に
立

た
さ
れ
る
。
応
長
二
年
＝
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）、
氏
盛
は
「
社
務
職
幷
別
府（
符
）・
宮

方
検
断
公
文
職
」
と
晴
気
保
地
頭
職
を
子
息
松
法
師
（
氏
範
）
に
譲
与
す
る
（
33
）
。
と
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こ
ろ
が
、
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
に
、
長
氏
か
ら
も

0

0

0

0

0

松
法
師
に
「
社
務
職
幷
別
府（

符
）・

宮
方
検
断
公
文
職
」
が
譲
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
旧
稿
で
は
、
氏
盛
の
譲
与
は
正

式
な
も
の
で
は
な
く
、
元
亨
四
年
に
正
式
に

0

0

0

長
氏
か
ら
氏
範
に
「
社
務
職
幷
別
府
・
宮

方
検
断
公
文
職
」
譲
与
が
行
わ
れ
た
と
し
、
右
の
よ
う
な
事
態
の
背
景
と
し
て
氏
盛
の

権
力
の
不
安
定
さ
を
想
定
し
た
（
34
）
。
氏
盛
は
一
三
箇
条
に
わ
た
っ
て
宗
像
大
宮
司
家

の
支
配
権
に
つ
い
て
規
定
し
、
中
世
武
家
家
法
に
お
い
て
著
名
な
「
宗
像
氏
盛
事
書

案
」（

35
）
の
制
定
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
家
法
を
制
定
し
た
こ
と
こ
そ
が
彼
の
権

力
の
不
安
定
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鎌
倉
期
に
お
け
る
氏
盛
以
降
の
大
宮

司
権
力
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

�

（
文
化
庁
文
化
財
第
二
課
）

註（
１
）『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』『
鎌
倉
遺
文
』『
宗
像
市
史
』
は
、
い
ず
れ
も
出
典
を
「
宗

像
神
社
文
書
」
と
し
て
い
る
。
同
文
書
が
個
人
所
蔵
で
あ
る
旨
は
、
河
窪
奈
津
子
氏
か
ら

ご
教
示
を
得
た
。

（
２
）
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
初
出
は
一
九
四

三
年
）
一
六
七
頁
。

（
３
）
前
掲
註
（
２
）
佐
藤
著
書
一
六
七
頁
、石
井
進
「
大
宰
府
機
構
の
変
質
と
鎮
西
奉
行
の
成
立
」

（
同
『
石
井
進
著
作
集
第
一
巻
』〔
岩
波
書
店
、二
〇
〇
四
年
〕
所
収
、初
出
は
一
九
五
九
年
）

四
四
〜
四
五
頁
。

（
４
）『
鎌
倉
遺
文
』
の
文
書
名
は
「
大
宰
府
守
護
所
施
行
状
」
で
あ
る
が
、本
稿
で
は
様
式
か
ら
「
大

宰
府
守
護
所
下
文
」
で
統
一
す
る
。

（
５
）
大
宰
府
守
護
所
下
文
は
、書
出
し
を
「
守
護
所
下
」
と
し
、関
東
（
将
軍
）
や
六
波
羅
の
下
文
・

下
知
状
の
文
言
を
引
用
し
て
、
そ
の
命
令
を
施
行
す
る
形
式
を
と
る
。
し
か
し
、「
御
油
座

文
書
写
」
所
収
の
文
書
は
、書
出
し
が
「
大
宰
府
守
護
所
下
」
で
あ
り
、内
容
は
「
任
先
例
」

と
あ
る
の
み
で
、
下
文
等
の
引
用
も
な
い
。
後
世
に
大
宰
府
守
護
所
下
文
を
模
し
て
作
成

さ
れ
た
文
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
の
検
討
か
ら
は
除
外
す

る
。

（
６
）
翻
刻
は
『
宗
像
郡
誌 

中
編
』
所
収
「
編
年
宗
像
古
文
書
」
二
〇
〇
〜
二
〇
一
頁
、『
大
宰
府
・

太
宰
府
天
満
宮
史
料 

巻
八
』
三
二
六
〜
三
二
七
頁
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
巻
一
三
八
〇
三
号
、

『
宗
像
市
史 

史
料
編 

第
一
巻 

古
代
・
中
世
１
』
五
二
八
頁
を
参
照
。

（
７
）（
元
暦
二
年
〔
一
一
八
五
〕）
八
月
五
日
「
源
頼
朝
書
状
」（『
宗
像
大
社
文
書
第
二
巻
』〔
以
下
、

「
宗
二
」
と
表
記
す
る
〕
所
収
「
長
沼
正
光
氏
奉
納
文
書
」
一
号
文
書
）。

（
８
）【
史
料
一
】
に
み
え
る
「
亡
母
藤
原
氏
建
治
三
年
六
月
十
五
日
譲
状
」
は
、『
宗
像
大
社
文

書 

第
一
巻
』（
以
下
、「
宗
一
」
と
表
記
す
る
）
六
七
号
文
書
と
し
て
現
存
す
る
。

（
９
）「
出
光
佐
三
氏
奉
納
文
書
」
七
号
文
書
（「
宗
二
」
所
収
）。

（
10
）「
宗
一
」
四
七
号
文
書
。

（
11
）「
権
」の
字
に
つ
い
て
、建
長
八
年（
一
二
五
六
）正
月
日「
大
宮
院（
藤
原
姞
子
）庁
下
文
」（「
宗

一
」
一
〇
号
文
書
）
に
よ
り
長
氏
は
既
に
本
家
か
ら
大
宮
司
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
た
め
、

『
宗
像
神
社
史
』
下
巻
四
六
〇
頁
で
は
衍
字
か
ど
う
か
結
論
を
保
留
し
て
い
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
、【
史
料
三
】
に
み
え
る
下
文
が
幕
府
に
よ
る
初
め
て
の
主
体
的
な
大
宮
司
職
補
任

で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
幕
府
か
ら
の
大
宮
司
職
補
任

0

0

に
あ
た
っ
て
長
氏
を
意
図
的

に
権0

大
宮
司
と
称
し
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、【
史
料

三
】
を
大
宮
司
の
安
堵

0

0

で
は
な
く
、
補
任
0

0

と
捉
え
、
そ
の
意
義
を
理
解
し
た
い
。
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（
12
）「
宗
像
社
家
文
書
総
目
録
」（「
宗
二
」
所
収
、
以
下
「
総
目
録
」
と
記
す
）「
別
府
文
書
」

の
項
に
当
該
文
書
に
つ
い
て
「
同
（
関
東
安
堵
）
守
護
所
下
知
」「
同
（
社
務
）
長
氏
代　

袖
判
無
名
」
と
あ
り
、「
総
目
録
」
が
成
立
し
た
応
永
一
六
年
（
一
四
〇
九
）
ま
で
は
存
在

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
13
）
鎌
倉
幕
府
追
加
法
四
五
八
条
。

（
14
）
村
井
章
介
『
北
条
時
宗
と
蒙
古
襲
来
―
時
代
・
世
界
・
個
人
を
読
む
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、

二
〇
〇
一
年
）
一
〇
七
頁
。

（
15
）「
宗
二
」
所
収
。

（
16
）
野
木
雄
大
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家
人
制
の
受
容
」（『
九
州
史
学
』
一
七
五
号
、二
〇
一
六
年
）

参
照
。

（
17
）
石
井
進
「
一
四
世
紀
初
頭
に
お
け
る
在
地
領
主
法
の
一
形
態
」（『
石
井
進
著
作
集
第
六
巻
』

〔
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
〕
所
収
、
初
出
は
一
九
五
九
年
）
一
八
四
〜
一
八
六
頁
、
河
窪

奈
津
子
「
中
世
宗
像
社
領
に
関
す
る
一
考
察
―
別
符
方
・
宮
方
の
相
違
を
中
心
に
―
」（
川

添
昭
二
編
『
九
州
中
世
史
研
究
』
第
三
輯
、
文
献
出
版
、
一
九
八
二
年
）。
な
お
、
河
窪
氏

は
、「
長
氏
注
進
状
」
に
見
え
る
本
木
・
内
殿
村
が
「
別
符
方
」
に
属
す
こ
と
、
ま
た
、「
半

不
輸
内
当
知
行
分
三
十
町
」
に
つ
い
て
、
朝
町
村
が
こ
の
半
不
輸
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

（
18
）「
大
宮
司
社
務
并
別
苻（

符
）宮
方
検
断
公
文
職
」
を
補
任
・
安
堵
す
る
将
軍
家
政
所
下
文
・
六
波

羅
施
行
状
・
大
宰
府
守
護
所
下
文
は
、「
総
目
録
」
に
お
い
て
、「
社
務
職
安
堵
文
書
」
で

は
な
く
、「
別
府
文
書
」
の
項
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
大
宮
司
家
に
と
っ
て
、
一
円
支
配
で

は
な
い
「
別
符
方
」
の
安
堵
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
19
）「
総
目
録
」
の
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
の
項
で
は
、代
々
の
大
宮
司
職
の
譲
状
の
内
容
を
「
社

務
職
幷
別
府
・
宮
方
検
断
公
文
職
事
」
と
表
記
し
て
い
る
。

（
20
）「
宗
一
」
八
一
号
文
書
。

（
21
）「
宗
二
」
所
収
。

（
22
）
森
幸
夫
「
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
氏
と
宗
像
大
宮
司
氏
業
少
考
」（『
ぶ
い
＆
ぶ
い
』
一
五
、

二
〇
一
〇
年
）
一
五
頁
。
ま
た
、森
氏
は
、【
史
料
五
】（
八
月
八
日
）
が
、「
長
氏
注
進
状
」（
六

月
一
八
日
）
か
ら
一
月
半
も
経
過
し
て
い
る
た
め
、「
長
氏
注
進
状
」
は
氏
業
が
居
住
す
る

京
都
で
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、注
進
状
作
成
の
た
め
の
正
文
は
宗
像
社
に
あ
り
、

氏
業
が
編
纂
内
容
を
主
導
で
き
た
と
し
て
も
、「
長
氏
注
進
状
」
の
作
成
は
宗
像
で
行
わ
れ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、「
氏
業
注
進
状
」
は
、
彼
が
正
文
を
所
持
し
て
い
れ

ば
京
都
で
作
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
注
進
状
の
日
付
か
ら
一
月
半
経
過

し
て
【
史
料
五
】
が
発
給
さ
れ
た
の
は
、
六
月
一
八
日
付
け
の
「
氏
業
注
進
状
」
が
京
都

か
ら
経
資
の
も
と
に
到
着
す
る
の
に
要
し
た
日
数
に
因
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
23
）
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
五
月
十
日
「
関
東
裁
許
状
案
」（「
宗
二
」
所
収
「
宗
像
浄
恵
〈
氏

業
〉
証
文
注
進
状
案
」
四
号
文
書
）。

（
24
）
中
村
翼
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」（『
九
州
史
学
』
一

六
五
、
二
〇
一
三
年
）
二
七
〜
二
八
頁
。

（
25
）
前
掲
註
（
22
）
森
論
文
一
三
頁
。
な
お
、
同
論
文
一
五
頁
に
お
い
て
森
氏
は
、
通
常
氏
業

は
鎌
倉
に
い
た
可
能
性
が
高
い
と
し
て
い
る
。
氏
業
が
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
す
る

見
解
に
対
し
て
は
、
河
窪
奈
津
子
「
宗
像
大
宮
司
氏
業
・
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
再
考
」

（『
宗
像
市
史
研
究
』
第
二
号
、二
〇
一
九
年
）
に
よ
っ
て
否
定
的
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）
文
書
は
現
存
せ
ず
、ま
た
「
総
目
録
」
に
も
該
当
す
る
文
書
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、

「
氏
業
注
進
状
」
の
文
書
は
、「
総
目
録
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
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（
27
）「
日
本
国
大
宰
府
守
護
所
牒
」
は
、
大
宰
府
守
護
所
に
も
た
ら
さ
れ
た
蒙
古
国
中
書
省
牒
・

高
麗
国
慶
尚
晋
安
東
道
按
察
使
牒
に
対
す
る
返
牒
で
あ
り
、
文
章
博
士
菅
原
長
成
が
起
草

し
た
も
の
で
、通
常
の
大
宰
府
守
護
所
牒
と
は
発
給
過
程
が
大
き
く
異
な
る
。
荒
木
和
憲「
文

永
七
年
二
月
日
付
大
宰
府
守
護
所
牒
の
復
元
―
日
本
・
高
麗
外
交
文
書
論
の
一
齣
―
」（『
年

報
太
宰
府
学
』
二
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
28
）「
総
目
録
」
の
「
晴
気
文
書
」
の
項
に
、「
関
東
留
守
所
下
」「
藤
原
氏
へ
安
堵　

連
判
在
レ
之
、

袖
判
不
知
名
」と
あ
る
。
こ
の
文
書
は
現
存
し
な
い
た
め
、【
表
一
】に
は
掲
載
し
な
か
っ
た
。

（
29
）
鎌
倉
幕
府
追
加
法
四
四
七
条
。

（
30
）
川
添
昭
二
編
『
注
解　

元
寇
防
塁
編
年
史
料
―
異
国
警
固
番
役
史
料
の
研
究
―
』（
福
岡
市

教
育
委
員
会
、
一
九
七
一
年
）
所
収
「
異
国
警
固
番
役
覆
勘
状
年
代
順
一
覧
表
」（
四
四
〜

四
八
頁
）
参
照
。

（
31
）
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
六
月
一
九
日
「
鎮
西
御
教
書
」（「
宗
一
」
四
九
号
文
書
）、
延
慶

三
年
（
一
三
一
〇
）
一
二
月
六
日
「
鎮
西
下
知
状
」（「
宗
二
」
所
収
「
出
光
佐
三
氏
奉
納
文
書
」

九
号
文
書
）、
同
日
「
鎮
西
下
知
状
」（「
宗
二
」
所
収
「
近
藤
清
石
写
本
」
一
〇
号
文
書
）、

延
慶
三
年
一
二
月
一
六
日
「
鎮
西
下
知
状
」（「
宗
一
」
五
〇
号
文
書
）。

（
32
）「
総
目
録
」
の
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
の
項
。

（
33
）
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
一
〇
月
八
日
「
宗
像
大
宮
司
氏
盛
譲
状
」（「
宗
一
」
七
二
号
文
書
）

に
よ
っ
て
、
晴
気
保
地
頭
職
は
氏
盛
か
ら
松
法
師
丸
（
氏
範
）
に
譲
与
さ
れ
る
。「
総
目
録
」

の
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
の
項
で
は
、
同
年
二
月
二
一
日
に
晴
気
保
地
頭
職
が
譲
与
さ

れ
、
一
〇
月
八
日
に
「
社
務
職
幷
別
府
・
宮
方
検
断
公
文
職
」
が
譲
与
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

現
存
文
書
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
二
月
二
一
日
に
譲
与
さ
れ
た
の
は
「
社
務
職
幷
別
府
・
宮

方
検
断
公
文
職
」
で
、
そ
の
後
、
一
〇
月
八
日
に
晴
気
保
地
頭
職
が
譲
与
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

（
34
）
野
木
雄
大
「「
宗
像
社
家
文
書
総
目
録
」
成
立
の
歴
史
的
意
義
」（『
沖
ノ
島
研
究
』
第
一
号
、

二
〇
一
五
年
）
四
九
〜
五
〇
頁
。

（
35
）「
宗
像
家
文
書
」
二
号
文
書
（「
宗
二
」
所
収
）。
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